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当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、
2020年度に正社員の賃上げを実施するとした企業
の割合は61.6％、非正社員の賃上げを行う企業は
24.4％となった。正社員・非正社員ともに、2年連続
で賃上げを実施する企業の割合が低下している。ま
た、当財団の埼玉県内企業のボーナス支給状況調
査で、2020年夏のボーナス支給額が、前年より「増
加する」と回答した企業の割合（12.4％）は、「減少
する」とした企業の割合（17.0％）を下回っていた。
先行きの県内の所得環境についても、悪化に向

かう可能性が高いとみられる。
○個人消費
〈現状〉　2020年1～3月期の埼玉県の百貨店・
スーパー販売額（既存店）は、百貨店販売額が前年
を下回る一方、感染拡大に伴って自宅で過ごす人
が増えたことなどから、食料品等を中心にスーパー
の販売額が増加し、前年比＋1.0％と8四半期ぶり
に前年を上回った。4月については、スーパーは引き
続き堅調に推移したものの、緊急事態宣言に伴う
百貨店の店舗休業の影響が大きく、百貨店・スー

2020年1～3月期の全国の実質経済成長率は、
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、年率
▲2.2％と前期を下回った。消費税率引き上げに伴
う反動減から▲7.2％と大幅な落ち込みとなった
2019年10～12月期に続いて、2四半期連続のマイ
ナス成長を記録した。4月7日に出された政府の緊
急事態宣言は、5月25日にすべての都道府県で解
除されたものの、この間の経済活動の落ち込みは
非常に大きく、解除後の景気の足取りも重いものに
なっている。全国の景気は急速な悪化が続いており、
極めて厳しい状況にある。

埼玉県についても、全国と同様、景気は急速に悪
化しており、極めて厳しい状況にある。内訳をみると、
生産は減少が続いている。雇用・所得環境は悪化し
ており、個人消費も、感染拡大の影響を受けて、大
幅に減少している。住宅投資は弱い動きが続いて
いる。設備投資は前年実績を上回ったとみられ、公
共投資はほぼ前年並みで推移している。

 

○生産
〈現状〉　2020年1～3月期の埼玉県の鉱工業生
産指数は、前期比▲4.7％となり3四半期連続で前
期を大幅に下回った。県内の生産は、感染拡大の影
響を受けて減少が続いている。
食料品や鉄鋼など、国内需要中心の業種では、1

～3月期においても感染拡大の影響をほとんど受け
ないか、影響が比較的小さくてすんだようだ。一方、
感染が世界中に拡がるなかで、輸出が減少した生
産用機械や、自動車販売が大幅に落ち込んだ輸送
工業などでは、生産が大きく減少した。

〈先行き〉　今後も首都圏向けを中心とする食料品
は底堅く推移するとみられるが、輸出比率の高い生
産用機械や汎用機械をはじめとする多くの業種で
は、海外経済の減速等を背景に生産は低調に推移
しよう。先行きも生産は弱い動きを続けるとみられる。
○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2020年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.15倍と4カ月連続の
低下となった。県外での受理分を含めた、埼玉県内
を就業地とする求人数で算出した就業地別有効求
人倍率（季節調整値）も1.25倍と、4カ月連続で大
幅に低下した。依然、求人数は求職者数を上回って
いるものの、県内の雇用環境は悪化している。

パー販売額は大幅な前年割れとなった。
さいたま市の二人以上世帯の4月の消費支出（除

く住居等）は303,708円となり、前年比▲10.0％の
大幅な減少となった。費目別では、授業料等が前年
を上回った教育と保険医療以外は前年割れとなっ
た。費目別の減少率では、食料は前年比▲5.3％に
とどまったが、外出自粛の影響から、被服及び履物
の同▲63.7％、家具・家事用品の同▲36.9％など
で落ち込みが大きかった。教養娯楽は同▲19.5％
だったが、このうち、宿泊料は同▲97.1％、パック旅
行費は同▲100％とほとんど支出がなかった。

 

2019年10～12月期の乗用車新車販売台数（除
く軽自動車）は、2019年10月に実施された消費税
率引き上げに伴う反動減から、前年比▲20.2％と
大幅に低下した。2020年に入って、反動減の影響
は薄れてきたものの、感染拡大に伴う外出自粛等

〈先行き〉　当財団が4月に実施した埼玉県内企業
経営動向調査によると、8割以上の企業が感染症に
より経営に影響が出ていると回答し、経営上の問題
点として、「人材・人手不足」をあげた企業は前回1
月調査の60％から34％へ大幅に減少した。
県内の雇用環境は厳しい状況が続くとみられる。

の影響が加わった結果、1～3月期についても、乗用
車新車販売台数は同▲9.9％と2四半期連続で前
年を下回った。4月は同▲27 .2％、5月は同▲
37.7％と足元も大幅に前年を下回っている。
個人消費は、感染拡大の影響が幅広い商品・

サービスに及び、大幅に減少している。
〈先行き〉　4～6月期の落ち込みが非常に大きかっ
たことから、緊急事態宣言解除を受けて、ここを底
に個人消費は徐々に持ち直しに向かうとみられる。
ただし、感染再拡大への警戒が続くなか、委縮した
消費者マインドの回復には相当の時間が必要とな
ろう。個人消費は持ち直しに向かうとはいえ、その
回復テンポはごく緩やかなものにとどまり、水準とし
ては当面前年を下回って推移しよう。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2020年
1～3月期の同▲7.6％まで7四半期連続で前年を下
回った。4月についても、同▲6.1％と前年を下回って
いる。建設コスト増加などを背景に、住宅投資は弱
い動きが続いている。内訳をみると、持家は、2019
年10～12月期に4四半期ぶりに前年比▲1.2％と前
年を下回ったのに続き、2020年1～3月期も同▲
9.5％と2四半期連続で前年割れとなった。分譲につ
いても、2020年1～3月期まで4四半期連続で前年
を下回っている。貸家は2020年1～3月期まで7四
半期連続で前年を下回り、弱い動きが続いている。

埼玉県では、２０２０年５月２５日に国の緊急事態宣言
が解除され、同年6月中旬現在、新型コロナウイルス感
染症に対し、県内感染拡大期から小康期に向けて対策
が進められている。県対策本部、市町村対策本部は引
き続きサーべイランス（発生状況の監視）を実施し、情
報提供・共有、医療体制の整備を行っている。予防・ま
ん延防止については、ワクチンが存在しないため接種
は行わず、不要不急の外出自粛要請、学校等施設の
使用制限が主な対策となってきたが、徐々に解除され
ている。

抗ウイルス薬は開発されていないものの、緊急物
資、特定物資は不足せず、医療体制は維持され、健
康被害の抑制も進みつつある。社会・経済への影響
の抑制、及び、小康期をにらんでの生活・経済の回
復のための事業・生活の支援を中心とした施策に取
り組んでいるといえる。
流行の第二波への備えとともに、国、都道府県、
市区町村の行動計画について、今回の新型コロナ
ウイルス感染症の発生・拡大・抑制の経験を踏まえ
た精緻化・改善が求められる。
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はじめに
２０２０年１月からの（国内１例目の報告は１月１５日）
新型コロナウイルス感染症の国内での発生・拡大は、
地域に大きな影響を与え続けている。本レポートでは、
自治体の危機管理の観点から新型コロナウイルス感
染症対策の動向について概観し、取り組むべき課題
を明らかにしたい。

新型インフルエンザ等対策特別措置法
２００９年に発生した新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ
１）を契機として、政府行動計画等の策定、政府対策
本部の設置等の措置、新型インフルエンザ等緊急事
態における特別な措置を定め、国民の生命及び健康
を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最
小となるようにすることを目的として、２０１3年に、新
型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、特別措
置法とする）が施行された。この特別措置法に規定す
る新型インフルエンザ等として新型コロナウイルス感
染症を位置付ける改正が、２０２０年３月に施行されて
おり、現在、新型コロナウイルス感染症対策は、特別
措置法に基づき行われている。
国レベルでは、内閣に新型コロナウイルス感染症対
策本部を同年１月３０日に閣議決定により設置したが、
同年３月２６日に閣議決定を一部改正して、特別措置
法に基づくよう本部を位置付け直している。同年４月７
日に７都府県を対象に発出され、１６日に全都道府県
に拡大された緊急事態宣言は、特別措置法３２条に
定められたものである。

新型インフルエンザ等対策行動計画
国－都道府県－市区町村の体系とその内容

国－都道府県－市町村の危機管理体系
と課題
行政の危機管理の主要な対象は自然災害だった。
災害対策基本法は１９５９年の伊勢湾台風による多大
な被害を契機に制定された。その後、１９９５年の阪神・
淡路大震災、２０１１年の東日本大震災や２０１６年の熊
本地震などの震災、２０１５年９月の関東・東北豪雨、
20１９年の台風１５号、１９号による風水害など、大規
模な自然災害が続き、対策の強化が求められている。
加えて、１９９５年のオウム真理教地下鉄サリン事件、

２００１年の米国での同時多発テロや、１９９３年から続
く北朝鮮による弾道ミサイル発射等により、安全保障
に対する国民の関心が高まるとともに、大量破壊兵器
の拡散や国際テロ組織の存在が重大な脅威となり、
これらの危機に対応して２００３年に武力攻撃事態等
における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安
全の確保に関する法律（武力攻撃事態法）、２００４年
に武力攻撃事態等における国民の保護のための措
置に関する法律（国民保護法）が成立・施行された。
なお、武力攻撃事態法は２００６年に武力攻撃事態等
及び存立危機事態における我が国の平和と独立並
びに国及び国民の安全の確保に関する法律（事態対
処法）に改正された。
災害対策基本法では、国の防災基本計画（第３条）、
都道府県地域防災計画（第４条）、市町村地域防災
計画（第５条）の作成が義務づけられ、国民保護法で
は、国は、国民の保護に関する基本指針を定め（第３２
条）、基本指針に基づき、都道府県知事は、国民の保
護に関する計画を作成し（第３４条）、市町村長は、都
道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の
保護に関する計画を作成しなければならない（第３５
条）とされている。
防災対策基本法の対策の対象は、「異常な自然現
象又は大規模な火事若しくは爆発などによる被害」
（同法第２条）、国民保護法が対象とする事態は、武力
攻撃事態等及び存立危機事態（同法第２条、事態対
処法２条）などの「わが国に対する外部からの武力攻

撃」に係わる事態であり、既に述べた新型インフルエ
ンザ等対策特別措置法の対策の対象は、「感染症法
に規定する新型インフルエンザ等感染症及び新感染
症（全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに
限る）」である。対象は異なるが、それぞれ、国－都道
府県－市町村の階層を踏んで計画がつくられている
ことは共通している。
ここで自治体にとって課題となるのが、①地域独自
の新たな災害や危機への対処が必要となった場合、
追加でどう位置付けるのか、②複数の災害・危機が同
時に起きたらどうするか、の２点である。

地域の特色に応じた新たな危機の位
置付け
まず、①の新たな災害や危機については、地域防災
計画内に位置付ける方法がある。「震災対策」「風水
害対策」の内容を充実させるとともに、その次に対処
すべき「災害」や「危機」を追加していく形をとる方法
である。
例えば「深谷市地域防災計画」（２０１６年３月修正
版）では「風水害対策計画編」に、雪害に関する項目
（雪害対策、情報収集・伝達体制など）を追加し、「熊
谷市地域防災計画」（２０１５年度修正）では、近隣県
の火山が噴火した場合における降灰堆積の可能性、
降灰があったときの応急対策等について、火山噴火
降灰対策計画を地域防災計画の中に新たに位置付
けている。また、加須市は「新型インフルエンザ等対
策行動計画」を「加須市地域防災計画改訂版」（六
訂版 ２０１９年３月）内に位置付けている。
一方、さいたま市は、緊急事態等対処計画を地域
防災計画とは別に作成し、そちらに新たな「危機」を
加える方法をとっている。まず「危機」を「市民の生命、
身体及び財産に重大な被害を及ぼす災害、事件若し
くは事故（予測される場合を含む。）又は行政に対す
る信頼を損なう事態をいう」と広く定義し、災害対策
基本法の「災害」と事態対処法の「攻撃事態等及び
緊急対処事態」を除いた「危機」を「緊急事態等」

（テロの発生、環境汚染・土壌汚染の発生・放射能汚
染、浄・配水場機能停止、児童・生徒への危害・攻撃
など）と分類し、それに対処する計画を「さいたま市
緊急事態等対処計画」として位置付けている。そし
て、その全体を危機管理とし、基本事項を定める「さ
いたま市危機管理指針」（２０１７年７月）を定めている。
（ただし「さいたま市新型インフルエンザ等対策行動
計画」（20１４年１２月）はこの体系内に位置付けられ
ていない）

新型コロナウイルス感染症との複合
災害について
②の複合災害・危機への対処法であるが、埼玉県
地域防災計画（2014年12月）は「東日本大震災では
東北地方太平洋沖地震、大津波、原子力発電所事故
が複合的に発生した。このように、同種あるいは異種
の災害が同時または時間差をもって発生する複合災
害が発生した場合、被害の激化、広域化や長期化が
懸念される」として、複合災害編を設けて対応策を検
討している。そこでは、複合する可能性のある災害の
種類として以下が挙げられている。

今回の新型コロナウイルス感染症が拡大するまで
見落とされてきたのが、この状況下で他の災害が起
こる形での複合災害・危機への対処である。感染拡

大防止のため人の密集を避けるとの方針が出され
ているが、避難、避難所においては「密」にならざる
を得ない。東日本大震災の教訓を受け、災害対策基
本法が改正され、「避難所における良好な生活環境
の確保に向けた取組指針」（２０１３年８月）や、事前
のチェック項目を示す「避難所運営ガイドライン」
（20１６年４月）が内閣府から示され、各自治体でも
避難所運営マニュアルを整備しているが、今回のよ
うな感染症拡大下での避難と避難所の運営は想定
されていなかった。
内閣府・消防庁・厚生労働省は、２０２０年４月１日

に「避難所における新型コロナウイルス感染症への
対応について」、同年４月７日に「避難所における新
型コロナウイルス感染症への更なる対応について」
の通知を出し、対応を促している。４月７日の通知に
は、可能な限り多くの避難所の開設、親戚や友人の
家等への避難の検討、避難者の健康状態の確認、
手洗い・咳エチケット等の基本的な対策の徹底、避
難所の衛生環境の確保、十分な換気の実施、ス
ペースの確保等、発熱・咳等の症状が出た者の専用
のスペースの確保などの方策が示されている。
これまでも避難所は、温度調節や衛生にかかわる
快適性、プライバシーの確保や女性、障害者、高齢
者への配慮について課題が指摘されてきたが、感染
症の広がりを避けるために、一層の施設・設備の充
実や運用面での工夫が求められている。
既に、緊急事態宣言下の千葉県で土砂災害警戒
区域に避難勧告が発令された例もあり、今年は酷暑
や台風、ゲリラ豪雨が夏から秋までの期間に各地で
発生が予想され、自治体の対策が喫緊の課題となる。
埼玉県でも、出水期を控え避難所における新型コ

ロナ感染防止策を取りまとめた「避難所の運営に関
する指針（新型コロナウイルス感染症に対応したガ
イドライン）」を策定し、今後、このガイドラインに基づ
き、市町村とともに避難所における感染症対策に取
り組む、としており（２０２０年５月２９日　県政ニュー
ス）、早急な実施が求められる。

特別措置法では、新型インフルエンザ等の発生に
備えて、政府は政府行動計画を作成し（第６条）、都道
府県知事は、政府行動計画に基づき、都道府県行動
計画を作成し（第７条）、市町村長は、都道府県行動
計画に基づき、市町村行動計画を作成する（第８条）
ものとする、とされている。
政府行動計画は、２０１3年６月に閣議決定され、埼
玉県行動計画は、２０１4年１月に策定されており、県
内各市町村も策定を行っている。
政府行動計画は、発生段階（１未発生期 ２海外発
生期 ３国内発生期 ４国内発生早期 ５国内感染期 ６小
康期）ごとに、目的、対策の考え方、主要６項目（（１）実
施体制（２）サーベイランス・情報収集（３）情報提供・共
有（４）予防・まん延防止（５）医療（６）国民生活及び国
民経済の安定の確保）の個別の対策を記載している。
都道府県行動計画、市町村行動計画も、これに準

じた枠組みで、各発生段階における対策を示している。
（市町村では、国の主要６項目に、予防接種を加えて７
項目としているところもある）

新型コロナウイルス感染症と
自治体の危機管理

① 指定地方公共機関の指定
② 県対策本部の設置
③ 特定接種（医療従事者等への先行接種の実施）
④ 住民接種（全国民を対象に市町村が実施）
⑤ 不要不急の外出の自粛要請、学校・施設の使用制限の要請・指示
⑥ 新型インフルエンザ等専用外来の開設の依頼
⑦ 医療従事者に対する医療等の実施の要請 
※医療関係者に対する実費の弁償、損害の補償

⑧ 臨時の医療施設の設置、土地等の使用
⑨ 備蓄した抗インフルエンザウイルス薬の放出（卸業者を通じた供給）
⑩ 緊急物資（医薬品等）の運送の要請・指示
⑪ 特定物資（医薬品、食品、燃料等）の売渡しの要請・収用

●埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画の
　「対策のポイント」

は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言時のみ必要に応じて実施する措置

●発生段階ごとの対策（埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画）

また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2019年10～12月期に前
年比＋5.3％と、3四半期ぶりに前年を上回ったもの
の、2020年1～3月期は、同▲74.3％と前年を大幅
に下回った。4月についても、前年比▲39.3％と前
年を大きく下回っている。

〈先行き〉　住宅建設コストの増加を受けて、販売
価格が高止まりしている分譲マンションは、デベロッ
パーが着工に慎重な姿勢をみせている。雇用・所得
環境の悪化に伴い、先行きは住宅取得に慎重な人
の増加が見込まれることもあって、住宅投資は当面
弱い動きを続けるとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の2020年3月発表の法人企
業景気予測調査によると、埼玉県内企業の2019年
度の設備投資計画額（実績見込み）は前年比＋

11.9％と前年を上回った。ただし、これは2月15日調
査時点の実績見込みのため、その後の感染拡大の
影響を受けて、実際の投資額は下方修正されている
可能性が高い点に留意する必要がある。
〈先行き〉　2020年6月発表の法人企業景気予測
調査によると、埼玉県内企業の2020年度設備投
資計画額（見込み）は、前年比＋12.9％と前年を上
回ったが、以下の二つの要因から、実際の投資額は
下方修正される可能性が高いとみられる。
一つは、2020年6月末時点の設備判断BSI（「不

足」－「過大」の企業割合）が、感染拡大に伴う業績悪
化を受けて、3月末時点の＋4.3から▲7.1へ低下した
ことである。設備判断BSIで「過大」が「不足」を上回っ
たのは、2013年3月末以来7年3カ月ぶりのことで、県
内企業の足元の設備投資意欲は大幅に低下している。
二つ目は、県内企業の2020年度の経常利益（見
込み）が、3月発表の前年比＋11.3％から、6月には
同▲19.9％へと減少に転じていることである。感染
再拡大の懸念が残るなか、県内企業の今年度の業
績についても大幅な悪化が見込まれている。
 ○公共投資
〈現状〉　2019年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比＋5.9％と5年ぶりに前年を上回った。
発注者別では、国と埼玉県が前年を上回ったも

のの、市町村と独立行政法人等は前年割れとなっ
た。2020年4・5月の公共工事請負金額はほぼ前年

並みで推移している。
〈先行き〉　埼玉県の2020年度一般会計当初予算
には、台風や局地的大雨に伴う浸水被害対策など
の防災・減災対策のため、過去10年間で最大の公
共事業費が盛り込まれた。工業団地整備などの地
域整備事業が一段落し、県公営企業会計の建設改
良費は前年を下回っているものの、今後、政府の大
型経済対策が見込まれることもあり、公共投資の先
行きは前年を上回って推移するとみられる。

先行きの埼玉県経済については、今後実施される
政府の大型経済対策の効果を含めても先行きのV字
回復は難しい。景気は持ち直しには向かうものの、そ
の回復テンポはごく緩やかなものにとどまるとみられ
る。内訳をみると、県内の生産は弱い動きを続けると
みられる。雇用・所得環境も悪化に向かう可能性が高
い。4～6月期の落ち込みが非常に大きかった個人消
費については、緊急事態宣言解除を受けて、徐 に々持
ち直しに向かうとみられる。ただし、その回復テンポは
ごく緩やかなものにとどまり、消費は当面前年の水準
を下回って推移しよう。住宅投資も弱い動きを続ける
とみられる。設備投資は前年を上回ると見込まれてい
るものの、実際の投資額は下方修正される可能性が
高いとみられる。公共投資は前年を上回って推移する
とみられる。 （井上博夫）

1 未発生期 2 海外発生期 3 国内発生期 4 県内発生早期 5 県内感染拡大期 6 小康期
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県内で発生
（患者の接触歴を把握） 患者発生が減少県内でまん延

（接触歴を把握できない）海外で発生

・発生に備え体制の
 整備

・県内発生に備えた
 体制の整備

・感染拡大の抑制
・感染拡大に備えた
 体制の整備

・生活・経済の回復
・流行の第二波へ備え

・医療体制の維持
・健康被害を抑制
・社会・経済への影響の
 抑制

・国内発生に備えた
 体制の整備

②県対策本部の設置（政府の基本的対処方針に基づき対応）

インフルエンザ・サーベイランス（発生状況の監視）

電話相談窓口の設置

知事コメント等により注意喚起・情報提供

④住民接種（全国民を対象に市町村が実施）

抗ウイルス薬等の備蓄、安定供給体制の確保

⑦医療等の実施の要請・指示

サーベイランスの強化（全数把握開始） 

③特定接種（医療従事者等への先行的接種）

⑥専用外来における医療提供、入院措置

学校等の集団発生状況の把握

全数把握中止

県対策本部
の廃止

⑨備蓄した抗ウイ
ルス薬の供給

①指定地方公共
機関の指定、
業務計画策定

国が緊急事態宣言（市町村対策本部の設置）

⑤不要不急の外出自粛要請、学校等施設の使用制限

指定地方公共機関等の業務継続

⑩緊急物資の運送等の要請・指示

⑪特定物資の売渡しの要請・収用

⑧臨時医療
　施設の設置
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当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、
2020年度に正社員の賃上げを実施するとした企業
の割合は61.6％、非正社員の賃上げを行う企業は
24.4％となった。正社員・非正社員ともに、2年連続
で賃上げを実施する企業の割合が低下している。ま
た、当財団の埼玉県内企業のボーナス支給状況調
査で、2020年夏のボーナス支給額が、前年より「増
加する」と回答した企業の割合（12.4％）は、「減少
する」とした企業の割合（17.0％）を下回っていた。
先行きの県内の所得環境についても、悪化に向

かう可能性が高いとみられる。
○個人消費
〈現状〉　2020年1～3月期の埼玉県の百貨店・
スーパー販売額（既存店）は、百貨店販売額が前年
を下回る一方、感染拡大に伴って自宅で過ごす人
が増えたことなどから、食料品等を中心にスーパー
の販売額が増加し、前年比＋1.0％と8四半期ぶり
に前年を上回った。4月については、スーパーは引き
続き堅調に推移したものの、緊急事態宣言に伴う
百貨店の店舗休業の影響が大きく、百貨店・スー

2020年1～3月期の全国の実質経済成長率は、
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、年率
▲2.2％と前期を下回った。消費税率引き上げに伴
う反動減から▲7.2％と大幅な落ち込みとなった
2019年10～12月期に続いて、2四半期連続のマイ
ナス成長を記録した。4月7日に出された政府の緊
急事態宣言は、5月25日にすべての都道府県で解
除されたものの、この間の経済活動の落ち込みは
非常に大きく、解除後の景気の足取りも重いものに
なっている。全国の景気は急速な悪化が続いており、
極めて厳しい状況にある。

埼玉県についても、全国と同様、景気は急速に悪
化しており、極めて厳しい状況にある。内訳をみると、
生産は減少が続いている。雇用・所得環境は悪化し
ており、個人消費も、感染拡大の影響を受けて、大
幅に減少している。住宅投資は弱い動きが続いて
いる。設備投資は前年実績を上回ったとみられ、公
共投資はほぼ前年並みで推移している。

 

○生産
〈現状〉　2020年1～3月期の埼玉県の鉱工業生
産指数は、前期比▲4.7％となり3四半期連続で前
期を大幅に下回った。県内の生産は、感染拡大の影
響を受けて減少が続いている。
食料品や鉄鋼など、国内需要中心の業種では、1

～3月期においても感染拡大の影響をほとんど受け
ないか、影響が比較的小さくてすんだようだ。一方、
感染が世界中に拡がるなかで、輸出が減少した生
産用機械や、自動車販売が大幅に落ち込んだ輸送
工業などでは、生産が大きく減少した。

〈先行き〉　今後も首都圏向けを中心とする食料品
は底堅く推移するとみられるが、輸出比率の高い生
産用機械や汎用機械をはじめとする多くの業種で
は、海外経済の減速等を背景に生産は低調に推移
しよう。先行きも生産は弱い動きを続けるとみられる。
○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2020年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.15倍と4カ月連続の
低下となった。県外での受理分を含めた、埼玉県内
を就業地とする求人数で算出した就業地別有効求
人倍率（季節調整値）も1.25倍と、4カ月連続で大
幅に低下した。依然、求人数は求職者数を上回って
いるものの、県内の雇用環境は悪化している。

パー販売額は大幅な前年割れとなった。
さいたま市の二人以上世帯の4月の消費支出（除

く住居等）は303,708円となり、前年比▲10.0％の
大幅な減少となった。費目別では、授業料等が前年
を上回った教育と保険医療以外は前年割れとなっ
た。費目別の減少率では、食料は前年比▲5.3％に
とどまったが、外出自粛の影響から、被服及び履物
の同▲63.7％、家具・家事用品の同▲36.9％など
で落ち込みが大きかった。教養娯楽は同▲19.5％
だったが、このうち、宿泊料は同▲97.1％、パック旅
行費は同▲100％とほとんど支出がなかった。

 

2019年10～12月期の乗用車新車販売台数（除
く軽自動車）は、2019年10月に実施された消費税
率引き上げに伴う反動減から、前年比▲20.2％と
大幅に低下した。2020年に入って、反動減の影響
は薄れてきたものの、感染拡大に伴う外出自粛等

〈先行き〉　当財団が4月に実施した埼玉県内企業
経営動向調査によると、8割以上の企業が感染症に
より経営に影響が出ていると回答し、経営上の問題
点として、「人材・人手不足」をあげた企業は前回1
月調査の60％から34％へ大幅に減少した。
県内の雇用環境は厳しい状況が続くとみられる。

の影響が加わった結果、1～3月期についても、乗用
車新車販売台数は同▲9.9％と2四半期連続で前
年を下回った。4月は同▲27 .2％、5月は同▲
37.7％と足元も大幅に前年を下回っている。
個人消費は、感染拡大の影響が幅広い商品・

サービスに及び、大幅に減少している。
〈先行き〉　4～6月期の落ち込みが非常に大きかっ
たことから、緊急事態宣言解除を受けて、ここを底
に個人消費は徐々に持ち直しに向かうとみられる。
ただし、感染再拡大への警戒が続くなか、委縮した
消費者マインドの回復には相当の時間が必要とな
ろう。個人消費は持ち直しに向かうとはいえ、その
回復テンポはごく緩やかなものにとどまり、水準とし
ては当面前年を下回って推移しよう。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2020年
1～3月期の同▲7.6％まで7四半期連続で前年を下
回った。4月についても、同▲6.1％と前年を下回って
いる。建設コスト増加などを背景に、住宅投資は弱
い動きが続いている。内訳をみると、持家は、2019
年10～12月期に4四半期ぶりに前年比▲1.2％と前
年を下回ったのに続き、2020年1～3月期も同▲
9.5％と2四半期連続で前年割れとなった。分譲につ
いても、2020年1～3月期まで4四半期連続で前年
を下回っている。貸家は2020年1～3月期まで7四
半期連続で前年を下回り、弱い動きが続いている。

埼玉県では、２０２０年５月２５日に国の緊急事態宣言
が解除され、同年6月中旬現在、新型コロナウイルス感
染症に対し、県内感染拡大期から小康期に向けて対策
が進められている。県対策本部、市町村対策本部は引
き続きサーべイランス（発生状況の監視）を実施し、情
報提供・共有、医療体制の整備を行っている。予防・ま
ん延防止については、ワクチンが存在しないため接種
は行わず、不要不急の外出自粛要請、学校等施設の
使用制限が主な対策となってきたが、徐々に解除され
ている。

抗ウイルス薬は開発されていないものの、緊急物
資、特定物資は不足せず、医療体制は維持され、健
康被害の抑制も進みつつある。社会・経済への影響
の抑制、及び、小康期をにらんでの生活・経済の回
復のための事業・生活の支援を中心とした施策に取
り組んでいるといえる。
流行の第二波への備えとともに、国、都道府県、
市区町村の行動計画について、今回の新型コロナ
ウイルス感染症の発生・拡大・抑制の経験を踏まえ
た精緻化・改善が求められる。

主席研究員
萩原 淳司

はじめに
２０２０年１月からの（国内１例目の報告は１月１５日）
新型コロナウイルス感染症の国内での発生・拡大は、
地域に大きな影響を与え続けている。本レポートでは、
自治体の危機管理の観点から新型コロナウイルス感
染症対策の動向について概観し、取り組むべき課題
を明らかにしたい。

新型インフルエンザ等対策特別措置法
２００９年に発生した新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ
１）を契機として、政府行動計画等の策定、政府対策
本部の設置等の措置、新型インフルエンザ等緊急事
態における特別な措置を定め、国民の生命及び健康
を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最
小となるようにすることを目的として、２０１3年に、新
型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、特別措
置法とする）が施行された。この特別措置法に規定す
る新型インフルエンザ等として新型コロナウイルス感
染症を位置付ける改正が、２０２０年３月に施行されて
おり、現在、新型コロナウイルス感染症対策は、特別
措置法に基づき行われている。
国レベルでは、内閣に新型コロナウイルス感染症対
策本部を同年１月３０日に閣議決定により設置したが、
同年３月２６日に閣議決定を一部改正して、特別措置
法に基づくよう本部を位置付け直している。同年４月７
日に７都府県を対象に発出され、１６日に全都道府県
に拡大された緊急事態宣言は、特別措置法３２条に
定められたものである。

新型インフルエンザ等対策行動計画
国－都道府県－市区町村の体系とその内容

国－都道府県－市町村の危機管理体系
と課題
行政の危機管理の主要な対象は自然災害だった。
災害対策基本法は１９５９年の伊勢湾台風による多大
な被害を契機に制定された。その後、１９９５年の阪神・
淡路大震災、２０１１年の東日本大震災や２０１６年の熊
本地震などの震災、２０１５年９月の関東・東北豪雨、
20１９年の台風１５号、１９号による風水害など、大規
模な自然災害が続き、対策の強化が求められている。
加えて、１９９５年のオウム真理教地下鉄サリン事件、

２００１年の米国での同時多発テロや、１９９３年から続
く北朝鮮による弾道ミサイル発射等により、安全保障
に対する国民の関心が高まるとともに、大量破壊兵器
の拡散や国際テロ組織の存在が重大な脅威となり、
これらの危機に対応して２００３年に武力攻撃事態等
における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安
全の確保に関する法律（武力攻撃事態法）、２００４年
に武力攻撃事態等における国民の保護のための措
置に関する法律（国民保護法）が成立・施行された。
なお、武力攻撃事態法は２００６年に武力攻撃事態等
及び存立危機事態における我が国の平和と独立並
びに国及び国民の安全の確保に関する法律（事態対
処法）に改正された。
災害対策基本法では、国の防災基本計画（第３条）、
都道府県地域防災計画（第４条）、市町村地域防災
計画（第５条）の作成が義務づけられ、国民保護法で
は、国は、国民の保護に関する基本指針を定め（第３２
条）、基本指針に基づき、都道府県知事は、国民の保
護に関する計画を作成し（第３４条）、市町村長は、都
道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の
保護に関する計画を作成しなければならない（第３５
条）とされている。
防災対策基本法の対策の対象は、「異常な自然現
象又は大規模な火事若しくは爆発などによる被害」
（同法第２条）、国民保護法が対象とする事態は、武力
攻撃事態等及び存立危機事態（同法第２条、事態対
処法２条）などの「わが国に対する外部からの武力攻

撃」に係わる事態であり、既に述べた新型インフルエ
ンザ等対策特別措置法の対策の対象は、「感染症法
に規定する新型インフルエンザ等感染症及び新感染
症（全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに
限る）」である。対象は異なるが、それぞれ、国－都道
府県－市町村の階層を踏んで計画がつくられている
ことは共通している。
ここで自治体にとって課題となるのが、①地域独自
の新たな災害や危機への対処が必要となった場合、
追加でどう位置付けるのか、②複数の災害・危機が同
時に起きたらどうするか、の２点である。

地域の特色に応じた新たな危機の位
置付け
まず、①の新たな災害や危機については、地域防災
計画内に位置付ける方法がある。「震災対策」「風水
害対策」の内容を充実させるとともに、その次に対処
すべき「災害」や「危機」を追加していく形をとる方法
である。
例えば「深谷市地域防災計画」（２０１６年３月修正
版）では「風水害対策計画編」に、雪害に関する項目
（雪害対策、情報収集・伝達体制など）を追加し、「熊
谷市地域防災計画」（２０１５年度修正）では、近隣県
の火山が噴火した場合における降灰堆積の可能性、
降灰があったときの応急対策等について、火山噴火
降灰対策計画を地域防災計画の中に新たに位置付
けている。また、加須市は「新型インフルエンザ等対
策行動計画」を「加須市地域防災計画改訂版」（六
訂版 ２０１９年３月）内に位置付けている。
一方、さいたま市は、緊急事態等対処計画を地域
防災計画とは別に作成し、そちらに新たな「危機」を
加える方法をとっている。まず「危機」を「市民の生命、
身体及び財産に重大な被害を及ぼす災害、事件若し
くは事故（予測される場合を含む。）又は行政に対す
る信頼を損なう事態をいう」と広く定義し、災害対策
基本法の「災害」と事態対処法の「攻撃事態等及び
緊急対処事態」を除いた「危機」を「緊急事態等」

（テロの発生、環境汚染・土壌汚染の発生・放射能汚
染、浄・配水場機能停止、児童・生徒への危害・攻撃
など）と分類し、それに対処する計画を「さいたま市
緊急事態等対処計画」として位置付けている。そし
て、その全体を危機管理とし、基本事項を定める「さ
いたま市危機管理指針」（２０１７年７月）を定めている。
（ただし「さいたま市新型インフルエンザ等対策行動
計画」（20１４年１２月）はこの体系内に位置付けられ
ていない）

新型コロナウイルス感染症との複合
災害について
②の複合災害・危機への対処法であるが、埼玉県
地域防災計画（2014年12月）は「東日本大震災では
東北地方太平洋沖地震、大津波、原子力発電所事故
が複合的に発生した。このように、同種あるいは異種
の災害が同時または時間差をもって発生する複合災
害が発生した場合、被害の激化、広域化や長期化が
懸念される」として、複合災害編を設けて対応策を検
討している。そこでは、複合する可能性のある災害の
種類として以下が挙げられている。

今回の新型コロナウイルス感染症が拡大するまで
見落とされてきたのが、この状況下で他の災害が起
こる形での複合災害・危機への対処である。感染拡

大防止のため人の密集を避けるとの方針が出され
ているが、避難、避難所においては「密」にならざる
を得ない。東日本大震災の教訓を受け、災害対策基
本法が改正され、「避難所における良好な生活環境
の確保に向けた取組指針」（２０１３年８月）や、事前
のチェック項目を示す「避難所運営ガイドライン」
（20１６年４月）が内閣府から示され、各自治体でも
避難所運営マニュアルを整備しているが、今回のよ
うな感染症拡大下での避難と避難所の運営は想定
されていなかった。
内閣府・消防庁・厚生労働省は、２０２０年４月１日

に「避難所における新型コロナウイルス感染症への
対応について」、同年４月７日に「避難所における新
型コロナウイルス感染症への更なる対応について」
の通知を出し、対応を促している。４月７日の通知に
は、可能な限り多くの避難所の開設、親戚や友人の
家等への避難の検討、避難者の健康状態の確認、
手洗い・咳エチケット等の基本的な対策の徹底、避
難所の衛生環境の確保、十分な換気の実施、ス
ペースの確保等、発熱・咳等の症状が出た者の専用
のスペースの確保などの方策が示されている。
これまでも避難所は、温度調節や衛生にかかわる
快適性、プライバシーの確保や女性、障害者、高齢
者への配慮について課題が指摘されてきたが、感染
症の広がりを避けるために、一層の施設・設備の充
実や運用面での工夫が求められている。
既に、緊急事態宣言下の千葉県で土砂災害警戒
区域に避難勧告が発令された例もあり、今年は酷暑
や台風、ゲリラ豪雨が夏から秋までの期間に各地で
発生が予想され、自治体の対策が喫緊の課題となる。
埼玉県でも、出水期を控え避難所における新型コ

ロナ感染防止策を取りまとめた「避難所の運営に関
する指針（新型コロナウイルス感染症に対応したガ
イドライン）」を策定し、今後、このガイドラインに基づ
き、市町村とともに避難所における感染症対策に取
り組む、としており（２０２０年５月２９日　県政ニュー
ス）、早急な実施が求められる。

特別措置法では、新型インフルエンザ等の発生に
備えて、政府は政府行動計画を作成し（第６条）、都道
府県知事は、政府行動計画に基づき、都道府県行動
計画を作成し（第７条）、市町村長は、都道府県行動
計画に基づき、市町村行動計画を作成する（第８条）
ものとする、とされている。
政府行動計画は、２０１3年６月に閣議決定され、埼
玉県行動計画は、２０１4年１月に策定されており、県
内各市町村も策定を行っている。
政府行動計画は、発生段階（１未発生期 ２海外発
生期 ３国内発生期 ４国内発生早期 ５国内感染期 ６小
康期）ごとに、目的、対策の考え方、主要６項目（（１）実
施体制（２）サーベイランス・情報収集（３）情報提供・共
有（４）予防・まん延防止（５）医療（６）国民生活及び国
民経済の安定の確保）の個別の対策を記載している。
都道府県行動計画、市町村行動計画も、これに準

じた枠組みで、各発生段階における対策を示している。
（市町村では、国の主要６項目に、予防接種を加えて７
項目としているところもある）

新型コロナウイルス感染症と
自治体の危機管理

① 指定地方公共機関の指定
② 県対策本部の設置
③ 特定接種（医療従事者等への先行接種の実施）
④ 住民接種（全国民を対象に市町村が実施）
⑤ 不要不急の外出の自粛要請、学校・施設の使用制限の要請・指示
⑥ 新型インフルエンザ等専用外来の開設の依頼
⑦ 医療従事者に対する医療等の実施の要請 
※医療関係者に対する実費の弁償、損害の補償

⑧ 臨時の医療施設の設置、土地等の使用
⑨ 備蓄した抗インフルエンザウイルス薬の放出（卸業者を通じた供給）
⑩ 緊急物資（医薬品等）の運送の要請・指示
⑪ 特定物資（医薬品、食品、燃料等）の売渡しの要請・収用

●埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画の
　「対策のポイント」

は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言時のみ必要に応じて実施する措置

●発生段階ごとの対策（埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画）

また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2019年10～12月期に前
年比＋5.3％と、3四半期ぶりに前年を上回ったもの
の、2020年1～3月期は、同▲74.3％と前年を大幅
に下回った。4月についても、前年比▲39.3％と前
年を大きく下回っている。

〈先行き〉　住宅建設コストの増加を受けて、販売
価格が高止まりしている分譲マンションは、デベロッ
パーが着工に慎重な姿勢をみせている。雇用・所得
環境の悪化に伴い、先行きは住宅取得に慎重な人
の増加が見込まれることもあって、住宅投資は当面
弱い動きを続けるとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の2020年3月発表の法人企
業景気予測調査によると、埼玉県内企業の2019年
度の設備投資計画額（実績見込み）は前年比＋

11.9％と前年を上回った。ただし、これは2月15日調
査時点の実績見込みのため、その後の感染拡大の
影響を受けて、実際の投資額は下方修正されている
可能性が高い点に留意する必要がある。
〈先行き〉　2020年6月発表の法人企業景気予測
調査によると、埼玉県内企業の2020年度設備投
資計画額（見込み）は、前年比＋12.9％と前年を上
回ったが、以下の二つの要因から、実際の投資額は
下方修正される可能性が高いとみられる。
一つは、2020年6月末時点の設備判断BSI（「不

足」－「過大」の企業割合）が、感染拡大に伴う業績悪
化を受けて、3月末時点の＋4.3から▲7.1へ低下した
ことである。設備判断BSIで「過大」が「不足」を上回っ
たのは、2013年3月末以来7年3カ月ぶりのことで、県
内企業の足元の設備投資意欲は大幅に低下している。
二つ目は、県内企業の2020年度の経常利益（見
込み）が、3月発表の前年比＋11.3％から、6月には
同▲19.9％へと減少に転じていることである。感染
再拡大の懸念が残るなか、県内企業の今年度の業
績についても大幅な悪化が見込まれている。
 ○公共投資
〈現状〉　2019年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比＋5.9％と5年ぶりに前年を上回った。
発注者別では、国と埼玉県が前年を上回ったも

のの、市町村と独立行政法人等は前年割れとなっ
た。2020年4・5月の公共工事請負金額はほぼ前年

並みで推移している。
〈先行き〉　埼玉県の2020年度一般会計当初予算
には、台風や局地的大雨に伴う浸水被害対策など
の防災・減災対策のため、過去10年間で最大の公
共事業費が盛り込まれた。工業団地整備などの地
域整備事業が一段落し、県公営企業会計の建設改
良費は前年を下回っているものの、今後、政府の大
型経済対策が見込まれることもあり、公共投資の先
行きは前年を上回って推移するとみられる。

先行きの埼玉県経済については、今後実施される
政府の大型経済対策の効果を含めても先行きのV字
回復は難しい。景気は持ち直しには向かうものの、そ
の回復テンポはごく緩やかなものにとどまるとみられ
る。内訳をみると、県内の生産は弱い動きを続けると
みられる。雇用・所得環境も悪化に向かう可能性が高
い。4～6月期の落ち込みが非常に大きかった個人消
費については、緊急事態宣言解除を受けて、徐 に々持
ち直しに向かうとみられる。ただし、その回復テンポは
ごく緩やかなものにとどまり、消費は当面前年の水準
を下回って推移しよう。住宅投資も弱い動きを続ける
とみられる。設備投資は前年を上回ると見込まれてい
るものの、実際の投資額は下方修正される可能性が
高いとみられる。公共投資は前年を上回って推移する
とみられる。 （井上博夫）

1 未発生期 2 海外発生期 3 国内発生期 4 県内発生早期 5 県内感染拡大期 6 小康期
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海外を含め発
生していない

国内で発生
（県内は未発生）

県内で発生
（患者の接触歴を把握） 患者発生が減少県内でまん延

（接触歴を把握できない）海外で発生

・発生に備え体制の
 整備

・県内発生に備えた
 体制の整備

・感染拡大の抑制
・感染拡大に備えた
 体制の整備

・生活・経済の回復
・流行の第二波へ備え

・医療体制の維持
・健康被害を抑制
・社会・経済への影響の
 抑制

・国内発生に備えた
 体制の整備

②県対策本部の設置（政府の基本的対処方針に基づき対応）

インフルエンザ・サーベイランス（発生状況の監視）

電話相談窓口の設置

知事コメント等により注意喚起・情報提供

④住民接種（全国民を対象に市町村が実施）

抗ウイルス薬等の備蓄、安定供給体制の確保

⑦医療等の実施の要請・指示

サーベイランスの強化（全数把握開始） 

③特定接種（医療従事者等への先行的接種）

⑥専用外来における医療提供、入院措置

学校等の集団発生状況の把握

全数把握中止

県対策本部
の廃止

⑨備蓄した抗ウイ
ルス薬の供給

①指定地方公共
機関の指定、
業務計画策定

国が緊急事態宣言（市町村対策本部の設置）

⑤不要不急の外出自粛要請、学校等施設の使用制限

指定地方公共機関等の業務継続

⑩緊急物資の運送等の要請・指示

⑪特定物資の売渡しの要請・収用

⑧臨時医療
　施設の設置
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当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、
2020年度に正社員の賃上げを実施するとした企業
の割合は61.6％、非正社員の賃上げを行う企業は
24.4％となった。正社員・非正社員ともに、2年連続
で賃上げを実施する企業の割合が低下している。ま
た、当財団の埼玉県内企業のボーナス支給状況調
査で、2020年夏のボーナス支給額が、前年より「増
加する」と回答した企業の割合（12.4％）は、「減少
する」とした企業の割合（17.0％）を下回っていた。
先行きの県内の所得環境についても、悪化に向

かう可能性が高いとみられる。
○個人消費
〈現状〉　2020年1～3月期の埼玉県の百貨店・
スーパー販売額（既存店）は、百貨店販売額が前年
を下回る一方、感染拡大に伴って自宅で過ごす人
が増えたことなどから、食料品等を中心にスーパー
の販売額が増加し、前年比＋1.0％と8四半期ぶり
に前年を上回った。4月については、スーパーは引き
続き堅調に推移したものの、緊急事態宣言に伴う
百貨店の店舗休業の影響が大きく、百貨店・スー

2020年1～3月期の全国の実質経済成長率は、
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、年率
▲2.2％と前期を下回った。消費税率引き上げに伴
う反動減から▲7.2％と大幅な落ち込みとなった
2019年10～12月期に続いて、2四半期連続のマイ
ナス成長を記録した。4月7日に出された政府の緊
急事態宣言は、5月25日にすべての都道府県で解
除されたものの、この間の経済活動の落ち込みは
非常に大きく、解除後の景気の足取りも重いものに
なっている。全国の景気は急速な悪化が続いており、
極めて厳しい状況にある。

埼玉県についても、全国と同様、景気は急速に悪
化しており、極めて厳しい状況にある。内訳をみると、
生産は減少が続いている。雇用・所得環境は悪化し
ており、個人消費も、感染拡大の影響を受けて、大
幅に減少している。住宅投資は弱い動きが続いて
いる。設備投資は前年実績を上回ったとみられ、公
共投資はほぼ前年並みで推移している。

 

○生産
〈現状〉　2020年1～3月期の埼玉県の鉱工業生
産指数は、前期比▲4.7％となり3四半期連続で前
期を大幅に下回った。県内の生産は、感染拡大の影
響を受けて減少が続いている。
食料品や鉄鋼など、国内需要中心の業種では、1

～3月期においても感染拡大の影響をほとんど受け
ないか、影響が比較的小さくてすんだようだ。一方、
感染が世界中に拡がるなかで、輸出が減少した生
産用機械や、自動車販売が大幅に落ち込んだ輸送
工業などでは、生産が大きく減少した。

〈先行き〉　今後も首都圏向けを中心とする食料品
は底堅く推移するとみられるが、輸出比率の高い生
産用機械や汎用機械をはじめとする多くの業種で
は、海外経済の減速等を背景に生産は低調に推移
しよう。先行きも生産は弱い動きを続けるとみられる。
○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2020年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.15倍と4カ月連続の
低下となった。県外での受理分を含めた、埼玉県内
を就業地とする求人数で算出した就業地別有効求
人倍率（季節調整値）も1.25倍と、4カ月連続で大
幅に低下した。依然、求人数は求職者数を上回って
いるものの、県内の雇用環境は悪化している。

パー販売額は大幅な前年割れとなった。
さいたま市の二人以上世帯の4月の消費支出（除

く住居等）は303,708円となり、前年比▲10.0％の
大幅な減少となった。費目別では、授業料等が前年
を上回った教育と保険医療以外は前年割れとなっ
た。費目別の減少率では、食料は前年比▲5.3％に
とどまったが、外出自粛の影響から、被服及び履物
の同▲63.7％、家具・家事用品の同▲36.9％など
で落ち込みが大きかった。教養娯楽は同▲19.5％
だったが、このうち、宿泊料は同▲97.1％、パック旅
行費は同▲100％とほとんど支出がなかった。

 

2019年10～12月期の乗用車新車販売台数（除
く軽自動車）は、2019年10月に実施された消費税
率引き上げに伴う反動減から、前年比▲20.2％と
大幅に低下した。2020年に入って、反動減の影響
は薄れてきたものの、感染拡大に伴う外出自粛等

〈先行き〉　当財団が4月に実施した埼玉県内企業
経営動向調査によると、8割以上の企業が感染症に
より経営に影響が出ていると回答し、経営上の問題
点として、「人材・人手不足」をあげた企業は前回1
月調査の60％から34％へ大幅に減少した。
県内の雇用環境は厳しい状況が続くとみられる。

の影響が加わった結果、1～3月期についても、乗用
車新車販売台数は同▲9.9％と2四半期連続で前
年を下回った。4月は同▲27 .2％、5月は同▲
37.7％と足元も大幅に前年を下回っている。
個人消費は、感染拡大の影響が幅広い商品・

サービスに及び、大幅に減少している。
〈先行き〉　4～6月期の落ち込みが非常に大きかっ
たことから、緊急事態宣言解除を受けて、ここを底
に個人消費は徐々に持ち直しに向かうとみられる。
ただし、感染再拡大への警戒が続くなか、委縮した
消費者マインドの回復には相当の時間が必要とな
ろう。個人消費は持ち直しに向かうとはいえ、その
回復テンポはごく緩やかなものにとどまり、水準とし
ては当面前年を下回って推移しよう。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2020年
1～3月期の同▲7.6％まで7四半期連続で前年を下
回った。4月についても、同▲6.1％と前年を下回って
いる。建設コスト増加などを背景に、住宅投資は弱
い動きが続いている。内訳をみると、持家は、2019
年10～12月期に4四半期ぶりに前年比▲1.2％と前
年を下回ったのに続き、2020年1～3月期も同▲
9.5％と2四半期連続で前年割れとなった。分譲につ
いても、2020年1～3月期まで4四半期連続で前年
を下回っている。貸家は2020年1～3月期まで7四
半期連続で前年を下回り、弱い動きが続いている。

埼玉県では、２０２０年５月２５日に国の緊急事態宣言
が解除され、同年6月中旬現在、新型コロナウイルス感
染症に対し、県内感染拡大期から小康期に向けて対策
が進められている。県対策本部、市町村対策本部は引
き続きサーべイランス（発生状況の監視）を実施し、情
報提供・共有、医療体制の整備を行っている。予防・ま
ん延防止については、ワクチンが存在しないため接種
は行わず、不要不急の外出自粛要請、学校等施設の
使用制限が主な対策となってきたが、徐々に解除され
ている。

抗ウイルス薬は開発されていないものの、緊急物
資、特定物資は不足せず、医療体制は維持され、健
康被害の抑制も進みつつある。社会・経済への影響
の抑制、及び、小康期をにらんでの生活・経済の回
復のための事業・生活の支援を中心とした施策に取
り組んでいるといえる。
流行の第二波への備えとともに、国、都道府県、
市区町村の行動計画について、今回の新型コロナ
ウイルス感染症の発生・拡大・抑制の経験を踏まえ
た精緻化・改善が求められる。

はじめに
２０２０年１月からの（国内１例目の報告は１月１５日）
新型コロナウイルス感染症の国内での発生・拡大は、
地域に大きな影響を与え続けている。本レポートでは、
自治体の危機管理の観点から新型コロナウイルス感
染症対策の動向について概観し、取り組むべき課題
を明らかにしたい。

新型インフルエンザ等対策特別措置法
２００９年に発生した新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ
１）を契機として、政府行動計画等の策定、政府対策
本部の設置等の措置、新型インフルエンザ等緊急事
態における特別な措置を定め、国民の生命及び健康
を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最
小となるようにすることを目的として、２０１3年に、新
型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、特別措
置法とする）が施行された。この特別措置法に規定す
る新型インフルエンザ等として新型コロナウイルス感
染症を位置付ける改正が、２０２０年３月に施行されて
おり、現在、新型コロナウイルス感染症対策は、特別
措置法に基づき行われている。
国レベルでは、内閣に新型コロナウイルス感染症対
策本部を同年１月３０日に閣議決定により設置したが、
同年３月２６日に閣議決定を一部改正して、特別措置
法に基づくよう本部を位置付け直している。同年４月７
日に７都府県を対象に発出され、１６日に全都道府県
に拡大された緊急事態宣言は、特別措置法３２条に
定められたものである。

新型インフルエンザ等対策行動計画
国－都道府県－市区町村の体系とその内容

国－都道府県－市町村の危機管理体系
と課題
行政の危機管理の主要な対象は自然災害だった。
災害対策基本法は１９５９年の伊勢湾台風による多大
な被害を契機に制定された。その後、１９９５年の阪神・
淡路大震災、２０１１年の東日本大震災や２０１６年の熊
本地震などの震災、２０１５年９月の関東・東北豪雨、
20１９年の台風１５号、１９号による風水害など、大規
模な自然災害が続き、対策の強化が求められている。
加えて、１９９５年のオウム真理教地下鉄サリン事件、

２００１年の米国での同時多発テロや、１９９３年から続
く北朝鮮による弾道ミサイル発射等により、安全保障
に対する国民の関心が高まるとともに、大量破壊兵器
の拡散や国際テロ組織の存在が重大な脅威となり、
これらの危機に対応して２００３年に武力攻撃事態等
における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安
全の確保に関する法律（武力攻撃事態法）、２００４年
に武力攻撃事態等における国民の保護のための措
置に関する法律（国民保護法）が成立・施行された。
なお、武力攻撃事態法は２００６年に武力攻撃事態等
及び存立危機事態における我が国の平和と独立並
びに国及び国民の安全の確保に関する法律（事態対
処法）に改正された。
災害対策基本法では、国の防災基本計画（第３条）、
都道府県地域防災計画（第４条）、市町村地域防災
計画（第５条）の作成が義務づけられ、国民保護法で
は、国は、国民の保護に関する基本指針を定め（第３２
条）、基本指針に基づき、都道府県知事は、国民の保
護に関する計画を作成し（第３４条）、市町村長は、都
道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の
保護に関する計画を作成しなければならない（第３５
条）とされている。
防災対策基本法の対策の対象は、「異常な自然現
象又は大規模な火事若しくは爆発などによる被害」
（同法第２条）、国民保護法が対象とする事態は、武力
攻撃事態等及び存立危機事態（同法第２条、事態対
処法２条）などの「わが国に対する外部からの武力攻

撃」に係わる事態であり、既に述べた新型インフルエ
ンザ等対策特別措置法の対策の対象は、「感染症法
に規定する新型インフルエンザ等感染症及び新感染
症（全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに
限る）」である。対象は異なるが、それぞれ、国－都道
府県－市町村の階層を踏んで計画がつくられている
ことは共通している。
ここで自治体にとって課題となるのが、①地域独自
の新たな災害や危機への対処が必要となった場合、
追加でどう位置付けるのか、②複数の災害・危機が同
時に起きたらどうするか、の２点である。

地域の特色に応じた新たな危機の位
置付け
まず、①の新たな災害や危機については、地域防災
計画内に位置付ける方法がある。「震災対策」「風水
害対策」の内容を充実させるとともに、その次に対処
すべき「災害」や「危機」を追加していく形をとる方法
である。
例えば「深谷市地域防災計画」（２０１６年３月修正
版）では「風水害対策計画編」に、雪害に関する項目
（雪害対策、情報収集・伝達体制など）を追加し、「熊
谷市地域防災計画」（２０１５年度修正）では、近隣県
の火山が噴火した場合における降灰堆積の可能性、
降灰があったときの応急対策等について、火山噴火
降灰対策計画を地域防災計画の中に新たに位置付
けている。また、加須市は「新型インフルエンザ等対
策行動計画」を「加須市地域防災計画改訂版」（六
訂版 ２０１９年３月）内に位置付けている。
一方、さいたま市は、緊急事態等対処計画を地域
防災計画とは別に作成し、そちらに新たな「危機」を
加える方法をとっている。まず「危機」を「市民の生命、
身体及び財産に重大な被害を及ぼす災害、事件若し
くは事故（予測される場合を含む。）又は行政に対す
る信頼を損なう事態をいう」と広く定義し、災害対策
基本法の「災害」と事態対処法の「攻撃事態等及び
緊急対処事態」を除いた「危機」を「緊急事態等」

（テロの発生、環境汚染・土壌汚染の発生・放射能汚
染、浄・配水場機能停止、児童・生徒への危害・攻撃
など）と分類し、それに対処する計画を「さいたま市
緊急事態等対処計画」として位置付けている。そし
て、その全体を危機管理とし、基本事項を定める「さ
いたま市危機管理指針」（２０１７年７月）を定めている。
（ただし「さいたま市新型インフルエンザ等対策行動
計画」（20１４年１２月）はこの体系内に位置付けられ
ていない）

新型コロナウイルス感染症との複合
災害について
②の複合災害・危機への対処法であるが、埼玉県
地域防災計画（2014年12月）は「東日本大震災では
東北地方太平洋沖地震、大津波、原子力発電所事故
が複合的に発生した。このように、同種あるいは異種
の災害が同時または時間差をもって発生する複合災
害が発生した場合、被害の激化、広域化や長期化が
懸念される」として、複合災害編を設けて対応策を検
討している。そこでは、複合する可能性のある災害の
種類として以下が挙げられている。

今回の新型コロナウイルス感染症が拡大するまで
見落とされてきたのが、この状況下で他の災害が起
こる形での複合災害・危機への対処である。感染拡

大防止のため人の密集を避けるとの方針が出され
ているが、避難、避難所においては「密」にならざる
を得ない。東日本大震災の教訓を受け、災害対策基
本法が改正され、「避難所における良好な生活環境
の確保に向けた取組指針」（２０１３年８月）や、事前
のチェック項目を示す「避難所運営ガイドライン」
（20１６年４月）が内閣府から示され、各自治体でも
避難所運営マニュアルを整備しているが、今回のよ
うな感染症拡大下での避難と避難所の運営は想定
されていなかった。
内閣府・消防庁・厚生労働省は、２０２０年４月１日

に「避難所における新型コロナウイルス感染症への
対応について」、同年４月７日に「避難所における新
型コロナウイルス感染症への更なる対応について」
の通知を出し、対応を促している。４月７日の通知に
は、可能な限り多くの避難所の開設、親戚や友人の
家等への避難の検討、避難者の健康状態の確認、
手洗い・咳エチケット等の基本的な対策の徹底、避
難所の衛生環境の確保、十分な換気の実施、ス
ペースの確保等、発熱・咳等の症状が出た者の専用
のスペースの確保などの方策が示されている。
これまでも避難所は、温度調節や衛生にかかわる
快適性、プライバシーの確保や女性、障害者、高齢
者への配慮について課題が指摘されてきたが、感染
症の広がりを避けるために、一層の施設・設備の充
実や運用面での工夫が求められている。
既に、緊急事態宣言下の千葉県で土砂災害警戒
区域に避難勧告が発令された例もあり、今年は酷暑
や台風、ゲリラ豪雨が夏から秋までの期間に各地で
発生が予想され、自治体の対策が喫緊の課題となる。
埼玉県でも、出水期を控え避難所における新型コ

ロナ感染防止策を取りまとめた「避難所の運営に関
する指針（新型コロナウイルス感染症に対応したガ
イドライン）」を策定し、今後、このガイドラインに基づ
き、市町村とともに避難所における感染症対策に取
り組む、としており（２０２０年５月２９日　県政ニュー
ス）、早急な実施が求められる。

特別措置法では、新型インフルエンザ等の発生に
備えて、政府は政府行動計画を作成し（第６条）、都道
府県知事は、政府行動計画に基づき、都道府県行動
計画を作成し（第７条）、市町村長は、都道府県行動
計画に基づき、市町村行動計画を作成する（第８条）
ものとする、とされている。
政府行動計画は、２０１3年６月に閣議決定され、埼
玉県行動計画は、２０１4年１月に策定されており、県
内各市町村も策定を行っている。
政府行動計画は、発生段階（１未発生期 ２海外発
生期 ３国内発生期 ４国内発生早期 ５国内感染期 ６小
康期）ごとに、目的、対策の考え方、主要６項目（（１）実
施体制（２）サーベイランス・情報収集（３）情報提供・共
有（４）予防・まん延防止（５）医療（６）国民生活及び国
民経済の安定の確保）の個別の対策を記載している。
都道府県行動計画、市町村行動計画も、これに準

じた枠組みで、各発生段階における対策を示している。
（市町村では、国の主要６項目に、予防接種を加えて７
項目としているところもある）

また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2019年10～12月期に前
年比＋5.3％と、3四半期ぶりに前年を上回ったもの
の、2020年1～3月期は、同▲74.3％と前年を大幅
に下回った。4月についても、前年比▲39.3％と前
年を大きく下回っている。

〈先行き〉　住宅建設コストの増加を受けて、販売
価格が高止まりしている分譲マンションは、デベロッ
パーが着工に慎重な姿勢をみせている。雇用・所得
環境の悪化に伴い、先行きは住宅取得に慎重な人
の増加が見込まれることもあって、住宅投資は当面
弱い動きを続けるとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の2020年3月発表の法人企
業景気予測調査によると、埼玉県内企業の2019年
度の設備投資計画額（実績見込み）は前年比＋

11.9％と前年を上回った。ただし、これは2月15日調
査時点の実績見込みのため、その後の感染拡大の
影響を受けて、実際の投資額は下方修正されている
可能性が高い点に留意する必要がある。
〈先行き〉　2020年6月発表の法人企業景気予測
調査によると、埼玉県内企業の2020年度設備投
資計画額（見込み）は、前年比＋12.9％と前年を上
回ったが、以下の二つの要因から、実際の投資額は
下方修正される可能性が高いとみられる。
一つは、2020年6月末時点の設備判断BSI（「不

足」－「過大」の企業割合）が、感染拡大に伴う業績悪
化を受けて、3月末時点の＋4.3から▲7.1へ低下した
ことである。設備判断BSIで「過大」が「不足」を上回っ
たのは、2013年3月末以来7年3カ月ぶりのことで、県
内企業の足元の設備投資意欲は大幅に低下している。
二つ目は、県内企業の2020年度の経常利益（見
込み）が、3月発表の前年比＋11.3％から、6月には
同▲19.9％へと減少に転じていることである。感染
再拡大の懸念が残るなか、県内企業の今年度の業
績についても大幅な悪化が見込まれている。
 ○公共投資
〈現状〉　2019年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比＋5.9％と5年ぶりに前年を上回った。
発注者別では、国と埼玉県が前年を上回ったも

のの、市町村と独立行政法人等は前年割れとなっ
た。2020年4・5月の公共工事請負金額はほぼ前年

並みで推移している。
〈先行き〉　埼玉県の2020年度一般会計当初予算
には、台風や局地的大雨に伴う浸水被害対策など
の防災・減災対策のため、過去10年間で最大の公
共事業費が盛り込まれた。工業団地整備などの地
域整備事業が一段落し、県公営企業会計の建設改
良費は前年を下回っているものの、今後、政府の大
型経済対策が見込まれることもあり、公共投資の先
行きは前年を上回って推移するとみられる。

先行きの埼玉県経済については、今後実施される
政府の大型経済対策の効果を含めても先行きのV字
回復は難しい。景気は持ち直しには向かうものの、そ
の回復テンポはごく緩やかなものにとどまるとみられ
る。内訳をみると、県内の生産は弱い動きを続けると
みられる。雇用・所得環境も悪化に向かう可能性が高
い。4～6月期の落ち込みが非常に大きかった個人消
費については、緊急事態宣言解除を受けて、徐 に々持
ち直しに向かうとみられる。ただし、その回復テンポは
ごく緩やかなものにとどまり、消費は当面前年の水準
を下回って推移しよう。住宅投資も弱い動きを続ける
とみられる。設備投資は前年を上回ると見込まれてい
るものの、実際の投資額は下方修正される可能性が
高いとみられる。公共投資は前年を上回って推移する
とみられる。 （井上博夫）

〇地震災害
〇風水害（風害、水害、土砂災害、雪害）
〇大規模事故災害（大規模火災、林野火災、危険物等
災害、航空機災害、鉄道事故、道路災害、放射性物質
事故） など

●さいたま市の危機管理を構成する計画体系

さいたま市危機管理指針より

さいたま市危機管理指針

さいたま市
地域防災計画

さいたま市
国民保護計画

さいたま市
緊急事態等
対処計画
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当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、
2020年度に正社員の賃上げを実施するとした企業
の割合は61.6％、非正社員の賃上げを行う企業は
24.4％となった。正社員・非正社員ともに、2年連続
で賃上げを実施する企業の割合が低下している。ま
た、当財団の埼玉県内企業のボーナス支給状況調
査で、2020年夏のボーナス支給額が、前年より「増
加する」と回答した企業の割合（12.4％）は、「減少
する」とした企業の割合（17.0％）を下回っていた。
先行きの県内の所得環境についても、悪化に向

かう可能性が高いとみられる。
○個人消費
〈現状〉　2020年1～3月期の埼玉県の百貨店・
スーパー販売額（既存店）は、百貨店販売額が前年
を下回る一方、感染拡大に伴って自宅で過ごす人
が増えたことなどから、食料品等を中心にスーパー
の販売額が増加し、前年比＋1.0％と8四半期ぶり
に前年を上回った。4月については、スーパーは引き
続き堅調に推移したものの、緊急事態宣言に伴う
百貨店の店舗休業の影響が大きく、百貨店・スー

2020年1～3月期の全国の実質経済成長率は、
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、年率
▲2.2％と前期を下回った。消費税率引き上げに伴
う反動減から▲7.2％と大幅な落ち込みとなった
2019年10～12月期に続いて、2四半期連続のマイ
ナス成長を記録した。4月7日に出された政府の緊
急事態宣言は、5月25日にすべての都道府県で解
除されたものの、この間の経済活動の落ち込みは
非常に大きく、解除後の景気の足取りも重いものに
なっている。全国の景気は急速な悪化が続いており、
極めて厳しい状況にある。

埼玉県についても、全国と同様、景気は急速に悪
化しており、極めて厳しい状況にある。内訳をみると、
生産は減少が続いている。雇用・所得環境は悪化し
ており、個人消費も、感染拡大の影響を受けて、大
幅に減少している。住宅投資は弱い動きが続いて
いる。設備投資は前年実績を上回ったとみられ、公
共投資はほぼ前年並みで推移している。

 

○生産
〈現状〉　2020年1～3月期の埼玉県の鉱工業生
産指数は、前期比▲4.7％となり3四半期連続で前
期を大幅に下回った。県内の生産は、感染拡大の影
響を受けて減少が続いている。
食料品や鉄鋼など、国内需要中心の業種では、1

～3月期においても感染拡大の影響をほとんど受け
ないか、影響が比較的小さくてすんだようだ。一方、
感染が世界中に拡がるなかで、輸出が減少した生
産用機械や、自動車販売が大幅に落ち込んだ輸送
工業などでは、生産が大きく減少した。

〈先行き〉　今後も首都圏向けを中心とする食料品
は底堅く推移するとみられるが、輸出比率の高い生
産用機械や汎用機械をはじめとする多くの業種で
は、海外経済の減速等を背景に生産は低調に推移
しよう。先行きも生産は弱い動きを続けるとみられる。
○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2020年4月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.15倍と4カ月連続の
低下となった。県外での受理分を含めた、埼玉県内
を就業地とする求人数で算出した就業地別有効求
人倍率（季節調整値）も1.25倍と、4カ月連続で大
幅に低下した。依然、求人数は求職者数を上回って
いるものの、県内の雇用環境は悪化している。

パー販売額は大幅な前年割れとなった。
さいたま市の二人以上世帯の4月の消費支出（除

く住居等）は303,708円となり、前年比▲10.0％の
大幅な減少となった。費目別では、授業料等が前年
を上回った教育と保険医療以外は前年割れとなっ
た。費目別の減少率では、食料は前年比▲5.3％に
とどまったが、外出自粛の影響から、被服及び履物
の同▲63.7％、家具・家事用品の同▲36.9％など
で落ち込みが大きかった。教養娯楽は同▲19.5％
だったが、このうち、宿泊料は同▲97.1％、パック旅
行費は同▲100％とほとんど支出がなかった。

 

2019年10～12月期の乗用車新車販売台数（除
く軽自動車）は、2019年10月に実施された消費税
率引き上げに伴う反動減から、前年比▲20.2％と
大幅に低下した。2020年に入って、反動減の影響
は薄れてきたものの、感染拡大に伴う外出自粛等

〈先行き〉　当財団が4月に実施した埼玉県内企業
経営動向調査によると、8割以上の企業が感染症に
より経営に影響が出ていると回答し、経営上の問題
点として、「人材・人手不足」をあげた企業は前回1
月調査の60％から34％へ大幅に減少した。
県内の雇用環境は厳しい状況が続くとみられる。

の影響が加わった結果、1～3月期についても、乗用
車新車販売台数は同▲9.9％と2四半期連続で前
年を下回った。4月は同▲27 .2％、5月は同▲
37.7％と足元も大幅に前年を下回っている。
個人消費は、感染拡大の影響が幅広い商品・

サービスに及び、大幅に減少している。
〈先行き〉　4～6月期の落ち込みが非常に大きかっ
たことから、緊急事態宣言解除を受けて、ここを底
に個人消費は徐々に持ち直しに向かうとみられる。
ただし、感染再拡大への警戒が続くなか、委縮した
消費者マインドの回復には相当の時間が必要とな
ろう。個人消費は持ち直しに向かうとはいえ、その
回復テンポはごく緩やかなものにとどまり、水準とし
ては当面前年を下回って推移しよう。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2020年
1～3月期の同▲7.6％まで7四半期連続で前年を下
回った。4月についても、同▲6.1％と前年を下回って
いる。建設コスト増加などを背景に、住宅投資は弱
い動きが続いている。内訳をみると、持家は、2019
年10～12月期に4四半期ぶりに前年比▲1.2％と前
年を下回ったのに続き、2020年1～3月期も同▲
9.5％と2四半期連続で前年割れとなった。分譲につ
いても、2020年1～3月期まで4四半期連続で前年
を下回っている。貸家は2020年1～3月期まで7四
半期連続で前年を下回り、弱い動きが続いている。

埼玉県では、２０２０年５月２５日に国の緊急事態宣言
が解除され、同年6月中旬現在、新型コロナウイルス感
染症に対し、県内感染拡大期から小康期に向けて対策
が進められている。県対策本部、市町村対策本部は引
き続きサーべイランス（発生状況の監視）を実施し、情
報提供・共有、医療体制の整備を行っている。予防・ま
ん延防止については、ワクチンが存在しないため接種
は行わず、不要不急の外出自粛要請、学校等施設の
使用制限が主な対策となってきたが、徐々に解除され
ている。

抗ウイルス薬は開発されていないものの、緊急物
資、特定物資は不足せず、医療体制は維持され、健
康被害の抑制も進みつつある。社会・経済への影響
の抑制、及び、小康期をにらんでの生活・経済の回
復のための事業・生活の支援を中心とした施策に取
り組んでいるといえる。
流行の第二波への備えとともに、国、都道府県、
市区町村の行動計画について、今回の新型コロナ
ウイルス感染症の発生・拡大・抑制の経験を踏まえ
た精緻化・改善が求められる。

はじめに
２０２０年１月からの（国内１例目の報告は１月１５日）
新型コロナウイルス感染症の国内での発生・拡大は、
地域に大きな影響を与え続けている。本レポートでは、
自治体の危機管理の観点から新型コロナウイルス感
染症対策の動向について概観し、取り組むべき課題
を明らかにしたい。

新型インフルエンザ等対策特別措置法
２００９年に発生した新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ
１）を契機として、政府行動計画等の策定、政府対策
本部の設置等の措置、新型インフルエンザ等緊急事
態における特別な措置を定め、国民の生命及び健康
を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最
小となるようにすることを目的として、２０１3年に、新
型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、特別措
置法とする）が施行された。この特別措置法に規定す
る新型インフルエンザ等として新型コロナウイルス感
染症を位置付ける改正が、２０２０年３月に施行されて
おり、現在、新型コロナウイルス感染症対策は、特別
措置法に基づき行われている。
国レベルでは、内閣に新型コロナウイルス感染症対
策本部を同年１月３０日に閣議決定により設置したが、
同年３月２６日に閣議決定を一部改正して、特別措置
法に基づくよう本部を位置付け直している。同年４月７
日に７都府県を対象に発出され、１６日に全都道府県
に拡大された緊急事態宣言は、特別措置法３２条に
定められたものである。

新型インフルエンザ等対策行動計画
国－都道府県－市区町村の体系とその内容

国－都道府県－市町村の危機管理体系
と課題
行政の危機管理の主要な対象は自然災害だった。
災害対策基本法は１９５９年の伊勢湾台風による多大
な被害を契機に制定された。その後、１９９５年の阪神・
淡路大震災、２０１１年の東日本大震災や２０１６年の熊
本地震などの震災、２０１５年９月の関東・東北豪雨、
20１９年の台風１５号、１９号による風水害など、大規
模な自然災害が続き、対策の強化が求められている。
加えて、１９９５年のオウム真理教地下鉄サリン事件、

２００１年の米国での同時多発テロや、１９９３年から続
く北朝鮮による弾道ミサイル発射等により、安全保障
に対する国民の関心が高まるとともに、大量破壊兵器
の拡散や国際テロ組織の存在が重大な脅威となり、
これらの危機に対応して２００３年に武力攻撃事態等
における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安
全の確保に関する法律（武力攻撃事態法）、２００４年
に武力攻撃事態等における国民の保護のための措
置に関する法律（国民保護法）が成立・施行された。
なお、武力攻撃事態法は２００６年に武力攻撃事態等
及び存立危機事態における我が国の平和と独立並
びに国及び国民の安全の確保に関する法律（事態対
処法）に改正された。
災害対策基本法では、国の防災基本計画（第３条）、
都道府県地域防災計画（第４条）、市町村地域防災
計画（第５条）の作成が義務づけられ、国民保護法で
は、国は、国民の保護に関する基本指針を定め（第３２
条）、基本指針に基づき、都道府県知事は、国民の保
護に関する計画を作成し（第３４条）、市町村長は、都
道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の
保護に関する計画を作成しなければならない（第３５
条）とされている。
防災対策基本法の対策の対象は、「異常な自然現
象又は大規模な火事若しくは爆発などによる被害」
（同法第２条）、国民保護法が対象とする事態は、武力
攻撃事態等及び存立危機事態（同法第２条、事態対
処法２条）などの「わが国に対する外部からの武力攻

撃」に係わる事態であり、既に述べた新型インフルエ
ンザ等対策特別措置法の対策の対象は、「感染症法
に規定する新型インフルエンザ等感染症及び新感染
症（全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに
限る）」である。対象は異なるが、それぞれ、国－都道
府県－市町村の階層を踏んで計画がつくられている
ことは共通している。
ここで自治体にとって課題となるのが、①地域独自
の新たな災害や危機への対処が必要となった場合、
追加でどう位置付けるのか、②複数の災害・危機が同
時に起きたらどうするか、の２点である。

地域の特色に応じた新たな危機の位
置付け
まず、①の新たな災害や危機については、地域防災
計画内に位置付ける方法がある。「震災対策」「風水
害対策」の内容を充実させるとともに、その次に対処
すべき「災害」や「危機」を追加していく形をとる方法
である。
例えば「深谷市地域防災計画」（２０１６年３月修正
版）では「風水害対策計画編」に、雪害に関する項目
（雪害対策、情報収集・伝達体制など）を追加し、「熊
谷市地域防災計画」（２０１５年度修正）では、近隣県
の火山が噴火した場合における降灰堆積の可能性、
降灰があったときの応急対策等について、火山噴火
降灰対策計画を地域防災計画の中に新たに位置付
けている。また、加須市は「新型インフルエンザ等対
策行動計画」を「加須市地域防災計画改訂版」（六
訂版 ２０１９年３月）内に位置付けている。
一方、さいたま市は、緊急事態等対処計画を地域
防災計画とは別に作成し、そちらに新たな「危機」を
加える方法をとっている。まず「危機」を「市民の生命、
身体及び財産に重大な被害を及ぼす災害、事件若し
くは事故（予測される場合を含む。）又は行政に対す
る信頼を損なう事態をいう」と広く定義し、災害対策
基本法の「災害」と事態対処法の「攻撃事態等及び
緊急対処事態」を除いた「危機」を「緊急事態等」

（テロの発生、環境汚染・土壌汚染の発生・放射能汚
染、浄・配水場機能停止、児童・生徒への危害・攻撃
など）と分類し、それに対処する計画を「さいたま市
緊急事態等対処計画」として位置付けている。そし
て、その全体を危機管理とし、基本事項を定める「さ
いたま市危機管理指針」（２０１７年７月）を定めている。
（ただし「さいたま市新型インフルエンザ等対策行動
計画」（20１４年１２月）はこの体系内に位置付けられ
ていない）

新型コロナウイルス感染症との複合
災害について
②の複合災害・危機への対処法であるが、埼玉県
地域防災計画（2014年12月）は「東日本大震災では
東北地方太平洋沖地震、大津波、原子力発電所事故
が複合的に発生した。このように、同種あるいは異種
の災害が同時または時間差をもって発生する複合災
害が発生した場合、被害の激化、広域化や長期化が
懸念される」として、複合災害編を設けて対応策を検
討している。そこでは、複合する可能性のある災害の
種類として以下が挙げられている。

今回の新型コロナウイルス感染症が拡大するまで
見落とされてきたのが、この状況下で他の災害が起
こる形での複合災害・危機への対処である。感染拡

大防止のため人の密集を避けるとの方針が出され
ているが、避難、避難所においては「密」にならざる
を得ない。東日本大震災の教訓を受け、災害対策基
本法が改正され、「避難所における良好な生活環境
の確保に向けた取組指針」（２０１３年８月）や、事前
のチェック項目を示す「避難所運営ガイドライン」
（20１６年４月）が内閣府から示され、各自治体でも
避難所運営マニュアルを整備しているが、今回のよ
うな感染症拡大下での避難と避難所の運営は想定
されていなかった。
内閣府・消防庁・厚生労働省は、２０２０年４月１日

に「避難所における新型コロナウイルス感染症への
対応について」、同年４月７日に「避難所における新
型コロナウイルス感染症への更なる対応について」
の通知を出し、対応を促している。４月７日の通知に
は、可能な限り多くの避難所の開設、親戚や友人の
家等への避難の検討、避難者の健康状態の確認、
手洗い・咳エチケット等の基本的な対策の徹底、避
難所の衛生環境の確保、十分な換気の実施、ス
ペースの確保等、発熱・咳等の症状が出た者の専用
のスペースの確保などの方策が示されている。
これまでも避難所は、温度調節や衛生にかかわる
快適性、プライバシーの確保や女性、障害者、高齢
者への配慮について課題が指摘されてきたが、感染
症の広がりを避けるために、一層の施設・設備の充
実や運用面での工夫が求められている。
既に、緊急事態宣言下の千葉県で土砂災害警戒
区域に避難勧告が発令された例もあり、今年は酷暑
や台風、ゲリラ豪雨が夏から秋までの期間に各地で
発生が予想され、自治体の対策が喫緊の課題となる。
埼玉県でも、出水期を控え避難所における新型コ

ロナ感染防止策を取りまとめた「避難所の運営に関
する指針（新型コロナウイルス感染症に対応したガ
イドライン）」を策定し、今後、このガイドラインに基づ
き、市町村とともに避難所における感染症対策に取
り組む、としており（２０２０年５月２９日　県政ニュー
ス）、早急な実施が求められる。

特別措置法では、新型インフルエンザ等の発生に
備えて、政府は政府行動計画を作成し（第６条）、都道
府県知事は、政府行動計画に基づき、都道府県行動
計画を作成し（第７条）、市町村長は、都道府県行動
計画に基づき、市町村行動計画を作成する（第８条）
ものとする、とされている。
政府行動計画は、２０１3年６月に閣議決定され、埼
玉県行動計画は、２０１4年１月に策定されており、県
内各市町村も策定を行っている。
政府行動計画は、発生段階（１未発生期 ２海外発
生期 ３国内発生期 ４国内発生早期 ５国内感染期 ６小
康期）ごとに、目的、対策の考え方、主要６項目（（１）実
施体制（２）サーベイランス・情報収集（３）情報提供・共
有（４）予防・まん延防止（５）医療（６）国民生活及び国
民経済の安定の確保）の個別の対策を記載している。
都道府県行動計画、市町村行動計画も、これに準

じた枠組みで、各発生段階における対策を示している。
（市町村では、国の主要６項目に、予防接種を加えて７
項目としているところもある）

また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2019年10～12月期に前
年比＋5.3％と、3四半期ぶりに前年を上回ったもの
の、2020年1～3月期は、同▲74.3％と前年を大幅
に下回った。4月についても、前年比▲39.3％と前
年を大きく下回っている。

〈先行き〉　住宅建設コストの増加を受けて、販売
価格が高止まりしている分譲マンションは、デベロッ
パーが着工に慎重な姿勢をみせている。雇用・所得
環境の悪化に伴い、先行きは住宅取得に慎重な人
の増加が見込まれることもあって、住宅投資は当面
弱い動きを続けるとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の2020年3月発表の法人企
業景気予測調査によると、埼玉県内企業の2019年
度の設備投資計画額（実績見込み）は前年比＋

11.9％と前年を上回った。ただし、これは2月15日調
査時点の実績見込みのため、その後の感染拡大の
影響を受けて、実際の投資額は下方修正されている
可能性が高い点に留意する必要がある。
〈先行き〉　2020年6月発表の法人企業景気予測
調査によると、埼玉県内企業の2020年度設備投
資計画額（見込み）は、前年比＋12.9％と前年を上
回ったが、以下の二つの要因から、実際の投資額は
下方修正される可能性が高いとみられる。
一つは、2020年6月末時点の設備判断BSI（「不

足」－「過大」の企業割合）が、感染拡大に伴う業績悪
化を受けて、3月末時点の＋4.3から▲7.1へ低下した
ことである。設備判断BSIで「過大」が「不足」を上回っ
たのは、2013年3月末以来7年3カ月ぶりのことで、県
内企業の足元の設備投資意欲は大幅に低下している。
二つ目は、県内企業の2020年度の経常利益（見
込み）が、3月発表の前年比＋11.3％から、6月には
同▲19.9％へと減少に転じていることである。感染
再拡大の懸念が残るなか、県内企業の今年度の業
績についても大幅な悪化が見込まれている。
 ○公共投資
〈現状〉　2019年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比＋5.9％と5年ぶりに前年を上回った。
発注者別では、国と埼玉県が前年を上回ったも

のの、市町村と独立行政法人等は前年割れとなっ
た。2020年4・5月の公共工事請負金額はほぼ前年

並みで推移している。
〈先行き〉　埼玉県の2020年度一般会計当初予算
には、台風や局地的大雨に伴う浸水被害対策など
の防災・減災対策のため、過去10年間で最大の公
共事業費が盛り込まれた。工業団地整備などの地
域整備事業が一段落し、県公営企業会計の建設改
良費は前年を下回っているものの、今後、政府の大
型経済対策が見込まれることもあり、公共投資の先
行きは前年を上回って推移するとみられる。

先行きの埼玉県経済については、今後実施される
政府の大型経済対策の効果を含めても先行きのV字
回復は難しい。景気は持ち直しには向かうものの、そ
の回復テンポはごく緩やかなものにとどまるとみられ
る。内訳をみると、県内の生産は弱い動きを続けると
みられる。雇用・所得環境も悪化に向かう可能性が高
い。4～6月期の落ち込みが非常に大きかった個人消
費については、緊急事態宣言解除を受けて、徐 に々持
ち直しに向かうとみられる。ただし、その回復テンポは
ごく緩やかなものにとどまり、消費は当面前年の水準
を下回って推移しよう。住宅投資も弱い動きを続ける
とみられる。設備投資は前年を上回ると見込まれてい
るものの、実際の投資額は下方修正される可能性が
高いとみられる。公共投資は前年を上回って推移する
とみられる。 （井上博夫）

〇地震災害
〇風水害（風害、水害、土砂災害、雪害）
〇大規模事故災害（大規模火災、林野火災、危険物等
災害、航空機災害、鉄道事故、道路災害、放射性物質
事故） など

●さいたま市の危機管理を構成する計画体系

さいたま市危機管理指針より

さいたま市危機管理指針

さいたま市
地域防災計画

さいたま市
国民保護計画

さいたま市
緊急事態等
対処計画
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